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経 済論叢(京 都大学)第158巻 第4号,1996年10月

共同財 としての農村舞台支援 システムの形成 と展開

一 地域経済の発展 と近世農村舞台の展開③一一

後 藤 和 子

「地域経済の発展と近世農村'舞台の展開②」では,農 村舞台が どの様 な社

会 ・経済的基盤の上に形成されたかについて2つ の事例研究を基に考察した。

本論文では更に,芸 能の発生基盤としての村落共同体の歴史的検討をふまえて,

民衆娯楽としての農村舞台を内側から支えるシ.ステム,つ まり,住 民の合意形

成過程としての共同財的側面を明らかにする。また,明 治20年 ～30年 を転機と

する農村舞台の変質 と崩壊,芸 術文化の公共財的側面と私的財的側面の乖離の

プロセスを通 して,農 村舞台考察の現代的意義について検討する。

1近 世村落共同体の成 り立ちと変化

㈲ 猿楽 ・田楽の発生基盤 としての村落共同体

歌 舞 伎 は 猿 楽 の流 れ を 汲み 民 衆 の 中か ら生 まれ た もので あ るが,猿 楽 も田 楽

も共 に村 落 的基 盤 の 中 か ら発 生 して い る点 は注 目に値 す る。 「さ て氏 族 制度 の

組 織 が,初 現 的 に 共 同体 の構 造 を もっ てい た こ とを 述 べ たが,我 が 国 の古代 氏

族 社 会 に お い て は,こ.の 共 同体 的 結 合 を主 と しつつ,漸 次 権 力 を 中心 す る政 治

組 織 体 に移 行 す べ き過 渡 にあ った と見 て よか ろ う。」1,「か よ うに 日本 芸 能が 氏

族 社 会 に お け る祭 事 ・饗 宴 に よ って 育 成 さ れ た 点 は,当 然 そ の 性 質 に た い して

も強 い 影 響 を5・え,そ の点 が も っ と も強 い特 徴 と して掲 げ られ るの で あ るが,

それ と共 に併 せ考 え られ べ き事 実 が あ る。 そ れ は,日 本 杜.会にお け る氏 族結.合

の宗 教 的 紐 帯 が,同 時 に 農耕 生 活 と深 い 関 連 を示 す こ とで あ る。」 つ ま り,日

1)林 屋辰三郎 「「座」の環境」漢文朴,1986年,38ペ ージ。
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本の村落共同体は生産と生活を基盤 としつつその中心に宗教的紐帯を具現する

祭事 ・饗宴(共 同飲食)を 持っていた。芸能がこの村落共同体の祭事 ・饗宴を

基盤 として発生 したことは,芸 能が共同財として発生 したことを意味する。

芸能が どの時代のどの階層に支持されて成立 したのかは,そ の芸能の特徴や

内容 と深い関連を持つ。中世までは,芸 能の中心は舞であ り,中 世後期に劇的

なものへと変化するが,こ の変化 も中世後期の社会の雰囲気を体現 している。

猿楽を起源として歌舞的要素の強いのが能であ り,同 じく猿楽を起源 として劇

的要素が強いのが狂言であるが,「 能が幕府の構成要素である上層武十階級に

接近 してその性格を明確にしたのに対 して,.狂言は近畿農村における下層武士

階級,名 主の一部を含めて主として下人層を主体 として,そ の成長を遂げると

共に都会へと浸潤 したものであると考 えられる。」2}かぶ きも猿楽の流れは汲む

が,中 世後期に京都の地下に発生 していた町衆のうちに縁故を求め,そ の斡旋

によって勧進 も行い,観 客 も握ったと推定される㌔ こうして近世に入 り,

能 ・狂言 とは異なる舞台機構[:花道)を 持つ独自の芸能として近世芝居小屋の

中で確立 したのが江戸歌舞伎であるが,中 世末の新興勢力である町衆 ・町人の

支持を得て成立 したことが,庶 民性とそのエネルギーに反映し,村 落にも受け

.入れられる要因の1つ となったものと思われる。

しか し,都 市において洗練された芸能である歌舞伎を享受する精神的高さや

欲求は村落においてどの様に形成されたのだろうか。

② 中世後期村落 における自治の気運 と宮座 の変化

この 点 で考 察 の手 が が りと な るの が,宮 座 の あ り様 の変 化 で あ る。宮 座 とは

神 社 の 祭 祀 と経 営 を 目的 と した 村 落 の組 織 で,共 同体 の 中心 的 組織 で あ った。

この宮 座 か ら派 生 した のが 諸 国 を巡 回す る芸 能座 で あ り,商 工 業 の座 で あ っ た。

2)同 上,218ペ ージ。

3)同 上,242ペ ージには,見 物人4干 とか5千 とい う数は集団的観覧がなくては考えられないと

ある,地 方より上洛の芸団はまず鳥羽や下八条,千 本などの周辺の町衆に縁故を求めその斡旋に

よって観客を広げたのであろうと推測されるという。
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祭 祀 に お け る芸 能 は,一 時 芸 能 座 に 委 嘱 され る こ と もあ った が,中 世 後期 に

至 って,村 落 自治 の気 運 につ れ て,村 民 全 体 が 惣 と して 祭祀 に 参加 す る村 座 的

な ものが 増 加 す るにつ れ,宮 座 も特 権 的 な もの で は な くな り芸 能 もまた 村 民 全

体 の もの と して戻 っ て来 つ つ あ っ た。 「中 世 後 期 か ら近 世 初期 に か けて,地 方

村 落 の 内 部 で は惣 あ る い は惣 中 とい う風 な 代 表機 関 が そ の村 落 の統 制 に 当た る

よ うに な り,従 って村 落 自治 の 精 神 が 発 揚 せ られ 来 っ た。 そ う した 気 分 の 現 れ

と して 鎮 守社 に奉 納 の神 事 能 の 如 きも,従 来 の如 く専 業者 或 い は それ に近 い 団

体 にた よ る こ とな く,村 人 の 間 にお い て 実 行 し真 の 意 味 に お い て神 人 共 楽 の 雰

囲 気 を 作 りだ そ う とす る に至 っ た。」1)「村 人 に よ る乗 入 演 技 に は,玄 人 俳優 が

長 い研 鑽 と経 験 に よ って 克 ち得 よ う とす る性 質 そ の もの,換 言 す れ ば 自発 性,

新 鮮性,直 載 性 等 等 諸性 質 が,基 本 的 な もの と して 内 在 して い る の で あ っ て,

そ こに 観衆 に偉 大 な 魅 力 が あ った で あ ろ う。」5)つま り,通 説 で は,娯 楽 も少 な

く都 市 の役 者 も訪 ね て 来 な いか ら村 人 に よ る歌 舞 伎 が 行 わ れ た とさ れ て い るが,

村 人 自 身 に よ る上 演 は も っ と積 極 的 な意 味 が あ った と思 わ れ る ので あ る。 都 市

に おい てか ぶ きが新 興 住 民 で あ る町 衆 に よ って 支 え られ た よ うに,村 落 にお け

る歌 舞伎 も近 世村 落 の住 民 自治 の 気 運 に 支 え られ,近 世 農民 の 自 己 主張 と して

展 開 して い った とみ るべ きだ ろ う。

(3}農 村舞台発展の基盤としての近世村落共同体

近世における村落共同体とは如何なるものかが次に問われなければならない。

「近世の郷村 自治と行政」(滋 賀県八日市市域を中心とする研究戸 によれば,

近世の村を貫いていたのは村.人自身による自治という中世的慣習と幕府の統制

というヒか らの強制であった。近世の村は2種 類の法をもっていた。中世の慣

4)同.L,200ペ ージ。

5)同 上,93ペ ージ。

6)近 世の村は東と西ではそ』の構造が異な る。調査 した飯 田は長野 県であ るが,西 型である こと,

椿原 も西に属する地 方であることか ら,水 本邦彦氏によ る 「近 世の郷村 自治 と行政」東京大学出

版会,1993年,を 村 落共同体考察 の参考にする こととした。
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習からできた村掟とその慣習をとりこみつつ国家 レベルでの法体系による強制

と統治を目指 した法度である。しかし,実 状は村掟が前提でそれに役立つ法度

は使い,矛 盾するものは対抗ないし骨抜 きにするという具合にあくまで村の自

治が優先される状況であった。当時の村は生産と生活の組織であ り,村 そのも

のが花押(村 の印)を もち,1つ の人格 として他村と接 していた。18世 紀後半

は農村における富の蓄積の上で商品経済 も発展 し,農 民の階層分化や農村商工

業の職種ごとの仲間組織が村を越えて組織され,村 の枠をこえた広域的行政単

位が模索されるが,村 の自治は村で という村掟の論理が継承される。

村の組織は,村 組という自治組織が基盤であったが,こ の村組には村役人で

あった名主 ・庄屋 も含まれていて.普段はそのメンバーとして生活し,村 役人と

しての役割が前面にでる時は村組からはずれるというように.使い分けていた。

村組とは,そ もそも祭祀や講の単位でもあり,共 同飲食や祭祀を軸とした親睦

組織である。村組はまた,.農事労働や家普請,冠 婚葬祭等の互助機能を持ち,

道路や水利等の協同機能をも併せ持っている組織で,幕 府が統治のために強制

した10人 組や5人 組と違って村の実質的機能を担い,村 政の前提ともなってい

た。近江中野竹村組について,そ の特徴を水本氏は次の様に分析 している。

・中野村を始め,八 日市市域の多くの村村には,近 世において集落内部を幾

つかに分画 した村組が形成されていた。

・村組にあっては,家 持 ・借家の別なく組構成員とされ,ま たその運営 も巡

廻りのフラットな形で行われていた。

。村組は構成員にとって親睦団体であると共に,互 助団体でもあ り,ま た紛

争処理機能をも併せ持 っていた。

・村組は村の共同体的機能,領 主支配の行財政機能を代行し,村 は事実上組

連合の形を取っていた。

・中野村組の淵源は中世後期に遡 ると考えられる。

・当初 ,村 組は中野村中の下部組織 として形成されたと思われるが17世 紀中

葉を画期 として村運営の担い手 として自立する。

]

.
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・中野 村 に お け る村 組 と領 主 の 組(5人 組 ・10人 組)の 関 係 は
,17世 紀 前 半

一 中葉 にか けて 紆 余 曲折 を辿 る もの の
,17世 紀 後 半 以 後,村 組 を 母体 に融

合 が 図 られ る にい た った 。

村 の一 番 基 礎 的 な 自治 組 織 と もい え る村 組 が 共 同飲 食 や 祭 祀 や 講 な どの 親睦

団体 で あ る点 は 注 目に値 す る 。娯 楽が 村 落 共 同体 の 根 源 的 な構 成 原理 と して位

置づ け られ るか らで あ る 。

つ ま り,近 世 村 の 基 本 形 は,集 落 ・耕 地 ・山 の 広 が りにお い て 捉 え られ の村

の運営 は江 戸 中 期 以 降 は村 組 を単 位 とす る村 中 に よ って行 わ れた 。 村 中 は 中 世

の惣 中 を起 源 と し,数 十戸 か ら百 戸 位 まで 規 模 は様 々 だ が,生 産 と生 活 を 自主

的 に管 理 し,領 主 に対 す る運 動 の母 体 と も な って い.た。村 中 は ま た,山 や 川 な

どの共 同 管 理 ・共 同 利 用 を契 機 と して近 隣 の村 中 と共 に郷 中 とい う広 域 的 組 織

を形 成 して い だ:1。 〈近 世:領主 の村 の形 式 性 〉.に対 して,現 実 の在 地 の社 会 関係

ほ,〈 村 中〉 に よ って 担 わ れ てい た ので あ る 。 祭 祀 の 行 わ れ た 氏 神 祉 は そ の村

の 自立性 を示 す シ ンボ ルで あ った%

II農 村舞台の建設と運営

こう した 近 世 中期 以 降 の社 会 ・経 済 を背 景 と して,農 村 舞 台 は どの よ うに 建

設 ・運 営 さ れ て い た の だ ろ うか 。 江 戸 中期 は ま だ 農村 に文 字 文 化 が 十 分 浸 透 し

て い なか った た め,こ う した 疑 問 に答 え るに は残 存 す る記 録 が 余 りに も少 な い。

昭和 に な ってか ら始 め られ た 口碑 に よ る記 録 はせ い ぜ い 江 戸 後 期 に しか遡 る こ

とが で きな い。 こ う した不 十 分 さ は あ るが,概 要 は撰 む こ とが で きる。

農村 舞 台 も江 戸 後期 に な る と非 常 に高 価 な もの もで て くる 。 下黒 田 の 人.形舞

台 はユ840年(天 保11年)に 建 て替 え てい るが,現 在 の 価 格 に して数 千 万 円 はす

る とい う。 これ を50戸 程 で 建 て た とい うか ら,こ の 頃 に は 生糸 を め ぐる資 産 家

7)同 上,142ペ ー ジ。

印 同 上,286ペ ー ジ,

9}同.ヒ,153ベ ー ジ,
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が い たの で は な い だ ろ うかg

農 村 舞 台 の 建 設 と維持 に 関 して は,愛 知 県 北 設 楽 郡 下津 具 村 の貴 重 な記 録 が

あ る1%天 保 年 間 か ら明 治 初 年 に か け て の 村 の 生 活 につ い て 古 老 か ら聞 き取 り

を した も ので あ る。 下津 具村 は伊 那 街 道 沿 い に位 置 し峠1つ 越 え る と...ド伊 那 に

続 く地 域 で あ る。

舞 台 は,寄 付 を貰 った り,人 員 を出 した り して 共有 山へ 行 き,木 を切 り出 し

て建 て た。 「山 か ら さ し木 を 出す と きは,ま わ しをつ け る。 こ ろ を転 が して,

まわ り6尺 ぐ らい 長 さ56間 あれ ば100人 の 人 足が い っ た。 山 を ひ き,坂 を ひ き,

沢 を 渡 らね ば な ら なか った の で非 常 に.人員 を要 した。」塒 この ころ の村 落 は小 規

摸 な の で100入 とい う と総 出 で あ ろ う。 天 保 時代 は,屋 根 が え,修 繕 に税 が い

らな か っ た の で舞 台 を建 て る こ とが で きた とあ る。

農村 舞 台 の運 営 に関 して は,下 津 具村 の記 録.及び高 知 県 の調 査 を参 照 す る。

い ず れ も江 戸 後 期 か ら明 治 初 年 にか け て で あ る。

a、 下津具村 の記録 から

芝居 の あ る 日は 家で 朝 か ら弁 当づ く りを したL%弁 当 は徳 井 とい っ て,深 さ

1寸6分 横7寸 幅3寸5分 の 栗 毛 ぬ り。 弁 当 の 中 身 は,飯,さ とい も,こ ん

に ゃ く,こ も ど うふ,ご ぼ う,こ ぶ,焼 き竹 輪 等 の煮 しめ もので 徳 弁5個 また

は10個 を さや 箱 に.入れ て 芝.居小 屋 ま でか つ いで い った 。 女 の 人 た ち は よ い着 物

(木綿 の縞)を 着,黒 茶 の衿 の 搾 天 を着,.子 供 に は小 紋 が た の衿 にそ で な しは

ん こを着 せ て,野 郎 ご ざを か か え,弁 当 を持 って 出か けて行 った 。男 の人 は,

草 で もか って,昼 飯 で も食 べ れ ばす ぐ出 か けて 行 く。

見 物 に は入 場料 は 要 らな いか わ りに,ひ い き花(寄 付)と い うこ とを した 。

1① 前出 「農村舞台の総.合的研究」622-638ペ ー ジ,戸 部銀作 く農民生活の 中にお ける芸能〉の項

を参照。

11)同 上,630ペ ー ジ。

12)農 村舞 台に弁 当はつ きものであ る.椿 原で も歴史民俗資料館 には芝居見物に使用 した破子(わ

如ご)が 残 っている。
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ひい き花 の額 は,庄 屋1分,医 者1分,物 もち2朱 ・1朱,中 産1朱,無 産20⑪

文 ・300文(.1朱 は6銭2厘5毛)で あ った 。 ひい き花 は紙 に 書 い て 花 道 に は

りだす 。 か え り花 は,花 を も ら った 人 にす る お礼 で,若 衆 が 中茶 屋 に委 託 して

ユ分 な.ら酒3本 に さか な に す し,な ど花 の金 額 に応 じて お か え しを した。 幕 間

に は さ じきの 方 も各 自が用 意 して きた ろ うそ く,提 灯 で 明 る く して弁 当 を食 べ

る。 商.入は若 衆 に権 利 金 を払 っ て 中.茶屋 を出 して い た。

こ こで は,す で に芝.居上 演 の 基 盤 は村 の若 衆 に な って い る。 「天 保 か ら明 治

21年 ご ろ まで は,社 会 は少 し も変 わ ら なか った 。 日清 戦 争 か ら急 に変 わ りは じ

め た。」 とい う記 述 もあ り,興 味深 い 。

b.高 知県の調査ω

高知県の場合は,芝 居の企画 ・上演を担う組織として①神社祭礼を主催する

頭屋組が中心になるもの ②村(部 落)が 中心となるもの ③若連中が中心とな

るもの ④芝居好きの者達が中心になるもの ⑤主 として漁師が漁祈禧のために

行うもの(買 芝居が中心となる〉があげられている。芝居の費用は,部 落が上

演の中心である場合は村が,祭 礼の組織の場合は氏子や頭屋組が.負担している

が,ほ とんどの場合は花である1㌔

芝居の費用が花であることは,他 の地方にも見られる。大鹿歌舞伎の行われ

ていた塩鹿村1集 落中峰の祭礼の記録(1813年3月)に も花の記録がある。花

は村内ばか りでな く遠方の村か らも芝居見物にやってきた様子を伝えている。

ここでは花 は金銭の他に扇子 ・菓子 ・酒などの物品もある。1840年 の花は観客

184人から渡されている1%江 戸後期から明治初期には花が一般的であったと

推察される。花の額の差が当時の村内の経済関係を物語っている。 しか し,花

の額は資産に応 じて出すが,庄 屋等の席が決まっている以外は平土間で誰でも

13)前 出 「農村舞台の総合 的研究」693-709ペ ー ジ,坂 本正夫 く高知県 の農村舞台 と地 芝居〉 の項

を参照。

14)同 上,703ペ ー ジP

15)嫁 本学編 日本 の近世8「 村の生活文化」中央公論社,1992年,178-179ペ ージ参照.
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楽 しめ る村 人 共有 の娯 楽 で あ った15}。

.ヒ演 は春 祭 や秋 祭 に,豊 作 祈 願 や 豊作 を祝 って行 わ れ て お り,労 働 の節 目 と

も な って い た 。 「そ の 年 が 豊 作 か 否 か は 秋 の 十 月 ごろ 。 〈今 年 は 豊 年 祭 を した

ら〉 の 声 が 出 る と,〈 今 年 や ら に ゃ,や る年 は あ りゃせ ん 〉 と豊 年 祭 を待 ちか

ね た よ うな 答 が返 って くる。 舵 取 踊 り組 の 各 家庭 で は 当 日の発 表 間 近 とあ って,

教 え る人 も懸 命 。 豊作 の神,孝 山様 奉 納 と きい て い る ので 皆 が 真 剣 。 花取 に選

ばれ た 一 家 は 名 誉 と考 え て練 習 に費 や す 時 間 の 無 駄 な ど考 え る 人 もない 。 晴 の

日 は装 飾 の 衣 料 代 も個 人 負 担,誰 も文 句 な し。 芝 居 組 は手 附 と称 す る師 匠 を

雇 って毎 夜 の練 習 。」'7〕稽 古 は20日 か ら40日 く らい だ6た ら しい 。 上 佐 の調 査 で

は,稽 古 も初 め は夜 だ けだ が,だ ん だ ん 熱 が 入 っ て くる と昼 の 仕 事 を休 ん で稽

古 を した り,役 者 の 中 に は道 で 行 き逢 って も挨拶 を声 色 で す る ほ ど夢 中 にな っ

て い た とい うこ とで あ る1㌔ こ う した 中 か ら若 い 男 女 の カ ップ ル も生 ま れ,そ

れ が また 芝居 の楽 しみ を増 幅 して い た 。

111農 村歌舞伎の内容の変遷

次 に.卜演 され た歌 舞 伎 そ の もの の 内 容 に つ い て検 討 す る。 これ も記 録 が 数 少

な いが,守 屋 氏 に よ る 飛 騨 久 津 八 幡 宮 の 文書 の 研 究 が あ るの で そ れ を 引用 す

る19}。久 津八 幡 宮 の祭 礼 日記(1706年 よ り1715年 まで)に よる と,こ の 当 時 の

祭 礼 と地狂 言 は,① 行 列一 ② 獅 子 舞一 ③ 和 気 狂 言 一④ 神 楽 一⑤ 続 き狂 言一 ⑥ 交

狂 言 ・惣踊 りの順 で 行 わ れ た 。 和 気 狂 言 は脇 狂 言(祝 言 の 狂 言)で 演 目は羅 生

門 だ が 中 味 は大 江 山 に近 い 。 役 名 も この 地方 特 有 て あ る。 ⑤ が 地 狂 言 で あ るが,

この 演 目に も地 域 の固 有 性 が あ る。 守屋 氏 は元 禄 期 の都 市 にお け る歌舞 伎 上 演

1の 梼原碑円明寺での聞き取りによれば,こ の寺の講堂は芝居のある時には桟敷になる様に,舞 台

に対 して90度以上の角度を持って建てられている.芝 居当日は庄屋等が特等席であるこの講堂に

すわる。花はその額を.書いては りだすので,花 を出したのに自分の名前がないようなことがあれ

ば,大 騒ぎであったという。芝居見物が村人総出の楽 しみであったことは,中 越種太郎 「津野山

どめき」1989年,1W-106ペ ージ,の 地芝居の時に盗人が入ったという記録からもわかる。

17)中 越種太郎 「津野山どめき」1989年,100-101ペ ージ.

18)前 出 「農村'舞台探訪」101ページ。

19)前 出 「農村舞台の総合的研究」600.616ページ。
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の形 態 を う ま く祭礼 の 中で 再 編 成 して い る と指 摘 す る。 これ に よ り祭 礼 は娯 楽

的性 格 を強 め て もい る。

と ころ が1829年(文 政12年)か ら1881年(明 治.14年〉 にか.けて の 覚 日記で は,

地 狂 言 の み を残 して前 半 の神 事 色 の 強 い部 分 は 全 て演 目か ら消 滅 して い る。 ま

た 地狂 言 の レパ ー トリー につ い て も,祭 礼 日記 で は,古 浄瑠 璃 の物 語 を仕 組 み

直 した特 色 のあ る作 品群 が見 られ たが,覚 日記 で は この土 地 の独 自性 を窺 う事

が で き ない とあ る。 農村 歌 舞 伎 の一 般 化 と画.一化 で あ る。 これ は,こ の 時 期 手

附 と呼 ば れ る師 匠 を 雇 って稽 古 をす る とこ ろが増 え て い た ため で もあ ろ う。 手

附 は街 道 沿 い に相 当 遠 方 まで 教 え に行 って い る。

IV農 村舞台の変質 と衰退

農 村 舞 台 は1887年(明 治?OS+一.)か ら1897年(明 治30年)に か けて 衰 退 して い

くが,こ れ は,1873年(明 治6年)の 地 租 改 正 に よ る農 民 層 分 解 や1889年(明

治22年)の 市 制 町村 制 発 足 に よ る町村 合併 とそれ に よ る広 域 自治体 の 出現,行

政 の生 活 単 位 か らの乖 離 と時期 的 に符 合 す る。 こ う した 農 村舞 台 の 変 質 は共 同

体 か ら の乖 離 と結 びつ い て い る。 農 村 舞 台 は 共 同 体 か ら離 れ る ほ ど共 同性 の 内

側 に持 って い た公 共 性 を喪 失 し,同 時 に 生 活 か ら乖 離 して い くので あ る。 変 質.

は買 芝居,地 方 芸 団,広 域 町 村 を 基 盤 とす る 興行 的劇 場 の成 立 と して 進 ん で 行

く。

〔P地 方芸団と買芝居

明治になり役者に鑑札を与える制度が新政府により導入されるとこの制度を

逆手にとって役.者になる農民が現れた。彼らは鑑札の効力を利用 してあちこち

の村に巡業に出かけたのである。「そこには地狂言が基礎とした村 という完結

した.単位を越えた地方芝居の領域が生まれていた。それは地狂言が村全体の行

事として営まれるのではなく,村 内の一部の半職業的な役者の手にゆだね られ,

やがては彼らの結成 した芸団の請負に移行する道す じで もあった。」匠D〕こうした
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半 職 業 的 な役 者 は万 人 講 な どの 芸 団 を結 成 し従 来 の農 村 舞 台 で の ヒ演 を 請 け負

う よ うに な る。 買 芝居 の発 生 で あ る。

高 知 県 には 明 治期,近 世 か ら の農 民 白身 が行 う歌 舞 伎(地 芝 居)と 明 治 以 降

の買 芝 居 や 近 在 の 芝居 好 きが 出 資 した 人 形 座で あ る デ コ講 や 地 方 の 歌 舞 伎 芸 団

が 混 在 して い た。 「明 治30年 頃 に は土 佐 市 に も4つ の.人形 座 が あ っ た。 一 略一

集 落 の 芝居 好 きが10人 位 で デ コ講 を作 って デ コ芝 居 を行 って い た 。 農 閑期 に は

津 野 山方 面 や 仁 淀 川 上 流 方 面 の 赫 々 へ 巡 業 に行 く こ と もあ った 。一 略一4つ の

デ コ講 の 中,1つ は大 正末 期 まで 続 き,農 閑期 に は吾 川 郡 北 部 の 山間 地 へ1週

間位 巡 業 に出 か け る こ と もあ った。 ここ の講 の株 は100株 で 近 在 の 芝 届 好 きが,

1株50銭 の割 りで 出資 して い た 。」鋤

「この地 方(幡 多 西 南 部)で は買 芝居 を ウ チ コ ミ芝居 とい って い たが,大 正

期 に は高 知 市 の共 正 会221や,愛 媛県.ヒ浮 穴君ll小田 町の 土 居座 な どが よ く回 って

来 た 。宇 和 島市 や 八 幡 浜 市 か ら も来 た。 地 元 で も宋 路 や 三 崎(土 佐 清 水 市)な

どに 半職 業 的 な芝 居 座 が で きて,近 辺 の村 々へ 買 わ れ て い くこ と もあ った 。」却

幡 多 地方 で は,地 芝 居 の 最 盛 期 は 明 治で 大正 以 降 は買 芝 居 が 多 くな った とい う

が,地 芝居 の上 演 の仕 方 も近 世の 農 村 舞台 とは異 な って い る。地 芝居 は秋 祭 に

行 わ れ たが,ま ず 若 連 中(青 年 団)が 集 ま っ て企 画 し,村 に申 し入れ る。 村 の

寄 り合 いで 決 定 す る所 もあ った し,大 正 期 以 降 は芝 居好 きの 者が 中心 に な った

所 もあ る 。 費.用は村 の 負 担 で,各 家 を経 済力 に応 じて い くつ か の等 級 に分 けて

寄付 を徴 収 す る所 が 多 か った 。

(2)岐 阜県の劇場群

ユ887年 か ら1897年 に は,幾 つ か の 村 が 集 ま って1つ の舞 台 を所 有す る傾 向が

20)同 上647ペ ー ジ 守屋 毅 〈地狂 言の終焉〉。

21〕 前出 「農村舞台探訪」103104ペ ージ 坂本正夫(土 佐の農村舞台探訪〉参照。

22〕 明治】9年に土佐で初 めて組織された駐業的歌舞伎 芸団で,植 木枝盛の もとに地方芸団が統 一さ

れてで きた ものであ る。

23)前 出 「農村 舞台探訪」105ペ ージ。
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現 れ て きた。 これ らの 舞 台 は都 市 の 芝居 小 屋 の よ うな劇 場 にな り,地 域 ご との

固有 性 を失 い,大 型 化 して,村 内 の 資 産家 の寄 進 に依 存 す る度 合 が 大 き くな る。

また有 力 者 が 「株 」 を 所 有 して,建 造 以後 もそ の劇 場 に対 して 特 定 の権 利 を保

有 して維 持 ・経 営 に当 た る場 合 も出 て くる。 当初 は村 の地 芝居 の た め に建 て ら

れ た これ らの 建 物 は村 の 公 共 的 な施 設で あ っ た はず が,い つ しか株 を持 って い

た 人 々 に よ って 株 式 会 社 に 移行 した り,地 方 興行 師 の 管 理 トに おか れ た り して

村 との関 係 を 絶 って い った 。村 の手 に留 め られ た 劇場 もま た,村 人 に よ って 営

業用 の劇 場 と して 運 営 さ れ て い く。 劇場 か ら工 場 へ の 転 身 とい う例 もあ る。 岐

阜県 東 白川 村 神 土 の 神 田 座 は 過疎 対 策 と して工 場 誘 致 に当 た って,村 営 劇 場 が

転売 され た例 で あ る。 これ らの 劇場 で は地 芝 居 と共 に買 芝 居 も行 わ れ,し だ い

に.買芝居 が 優 勢 に な って い く。

こ う した劇 場 の 密 集 地域 と して は,岐 阜 県 の下 呂か ら中 津 川 に.至り中 山道 へ

と向 か う南 北 街 道 沿 い と,木 曽川 と益 田川 の 両河 川 に 囲 まれ た地 域 が あ る3㌔

これ ら岐 阜 県 の 劇 場 群 に は,初 め村 落 共 同体 を基 盤 と した 農村 舞 台 が 共 同体 的

管 理 か ら離 れ,し だ い に公 共 的側 面 を喪 失 して い く過 程 が鮮 や か に現 れ て い る。

岐 阜 県 の 劇 場 群 の 成立 は,1887年(明 治20年)か ら1897年(明 治30年)で あ り,

.市制 町 村 制 の 開始(.1889年),町 村 の広 域 化 と行 政 の 生 活 中.位か ら の乖 離 と時

期 的 に 符 合す るD一

2の これ らの劇場 では地芝居 とともに買芝居 も行 われ,し だ いに買芝居が優 勢になってい く。「劇

場 形式 の農村舞台 の建設を支 えた経済 的基 盤には,2つ の方 向が うかがわれ る。1つ は万 人講

〔この場合は.芸団で はない)を 募 って資 金をつ くった場合であ り,他 の1つ ぽ村の共有.財.帝と村

民 の寄付 による,い わば村をあげて建設 した場合で ある。いずれ も村落共同体 を基盤 とし,建 設

された舞台 は村の公共施設 とし.て管 理運営 されて いた点 において変わ りはないが,前 者 の場合 は,

村 の全戸が講 に加わ った とは限らず,ま た,当 初 は.大半が参加 していた として も,例 えば,不 知

の大1[劇 場や加子「弥†の 毎賀の明治座などがその後た どった管理 状況に うかが われるように,講

の株 を持つ者が次第に少数者に限定 されるとともに,公 共性 も失 われていき,上 演 され る芝居 も

買芝居 中心 とな って,興 行師の経営す る営利的な劇場に近い性格を もつ に至った。 これ に対 して,

後者の場合は,必 ず しも平等の負担 によるもので はなく,お のず から有 力者や資産家の寄付が重

きをな した と思われ るが,基 本的には村の共有財産である山林を資金に換 えたような例が多い よ

うであ る。」 〔.前出 「農村舞台 の総合 的研究」564-589ペ ー ジ,影 山正隆 く岐阜県の劇場群!参 照1

下呂町門和佐の白雪座 の建設 には共有 の山林 を売 った250円(明 治23年 当時)が 当て られてい る。

(同上.584ペ ー ジ)
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影 山氏 は岐阜 県 に見 られ る劇 場 型 の 農 村 舞 台 の 辿 った2つ の方 向 と して,1

つ は基 本 的 に は村 の公 共 施 設 と して,本 来 の 目的 で あ る 地芝 居 上 演 の場 と して

の性 格 を保 持 しつつ も,地 芝 居 の衰 退 と共 に漸 次 用 途 を広 げ,や が て は公 会 堂,

公 民 館 へ と変 貌 して い くもの と,2つ め は,所 有 は 区 有 の公 共施 設 で あ りなが

ら,実 際 の運用 面 で は営 利 的 な もの,所 有 も村 か ら離 れ,村 の有 志 に よ る株 式

組 織 で 経 営 され る もの,建 物 が 売 却 され 地 方 の 興 行 師 の手 に移 っ て完 全 に営利

的 な劇 場 にな って い く場 合 を指 摘 す る。 村 の 劇 場 が 公 民館 と して再 生 した 例 と

して守 屋 氏 は鳩 吹 の舞 台一 蛭 子 座 を あ げて い る。1971年,新 蛭 子 座 が 公 民 館 の

中 の大 ホ ー ル と して 旧蛭 子座 の材 料 を使 っ て再 生 され た の で あ る 。村 の劇 場 が,

公 会 堂へ とつ なが る経 路 を持 って い た こ とは,共 同 財 が 自治 体 に よ って公 共財

と して 引 き継 がれ た ケ ー ス と して大 変 興 味 深 い。 公 会 堂 の 歴 史 は 大 正期 に 始 ま

り現在 の公 共 文 化 ホ ー ルへ と続 く1つ の経 路 で もあ り,現 在 の 多 くの 公 共 文.化

ホー ルの 多 目的性 と非 固 有 性,住 民 に と って の よそ よそ しさ,生 活 との乖 離 の

原 点 を示 して い るか らで あ る。

㈲ 農村舞台の消滅 と現在

こ う した農 村 舞 台 の 変 質 と混在 は昭 和 初 期 まで 残 存 し,興 行 化 は大 正 ・昭和

初 期 を通 じて の地 方 芸 団 の活 躍 と地方 都 市 にお け る芝 居 小屋 の繁 栄 と して受 け

継 が れ て い く。 橿原 で も1948年,戦 後 の材 木 景 気 で 潤 った材 木 商 の 人 々が 出資

を して 町 の 中心 部 に芝居 小 屋 が建 て られ て い る。 しか し,こ う した 芝居 小 屋 も

テ レ ビの 出現 等 に よ って 衰退 を余 儀 な くされ 現 存 す.るの は 四 国 で も梼 原 を含 め

て3ヶ 所 で あ る。(琴 平 の金 丸 座,愛 媛 の 内 子座)351

下 伊 那 で は 近 世の 人 形 の頭 が 黒 田97,今 田78,早 稲 田40を 含 め て500余 り現

25)褥 原町の芝居小屋は,昭 和23年4月,戦 後の材木景気で潤う時代の雰囲気の中,町 組とよばれ

る住民有志が寄付を募 り60万円をかけて建設された.木 造2階 建て640m',500人 収容.椿 原公

民館として親しまれ,映 画館,保 育園などにも利用されたが昭和40午には電子部品工場に転用さ

れている.こ の問,.老朽化が進み,52年 には取り壊 しが決まったが,同 公民館を使用 した米倉斉

加年や宇野重出の励ましもあり,「木の早の文化を考える会」を中心に保存運動が展開された。
1994年秋,6年 越しの運動が実り約1億 円の費用をかけて移築再建が決まった.
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存 して い るが 頭 ユ個 の修 理 費 が数 万 円 もか か る。1976年 の早 稲 田 の舞 台 修 理 費

200万 円,今 田 の頭 と衣 装 修 理 計 画500万 円 と巨 額 で あ り,こ う した 費 用 が 地 元

負 担 とな っ てい る。 中学 校 の ク ラブ を通 じての 後 継 者 づ く り,共 同公 演 会 の 開

催 な ど並 々 な らぬ 地 元住 民 の熱 意 で 継 承 され て い るの で あ る26,。

樗 原 で は農 村:舞台 は現 在全 く使 わ れ てい ない罰。

V結 論一芸術 ・文化における公共財と私的財の接点をめぐって

18世 紀 イ ギ リス の 民衆 娯 楽 と農 村 舞 台 の考 察か ら芸 術 ・文 化 は共 同 財 と して

の枠 組 み にお い て は,ス ミス も指 摘 した よ うな本 源性281を 持 って 存 在 して い た

こ とが 明 らか にな った 。 共 同財 と して の芸術 ・文 化 は労 働 や 生 活 と芸 術 の 接 点

を 人 と人 との 関 係 と して 内在 させ てい た。 イ ギ リス の民 衆 娯 楽 で も見 た よ う に

慣 習 とい う生 活 の ス タ イル を制 度 と して内 に含 ん で.いるのが 特 徴 で あ る。 共 同

財 と しての 芸術 ・文化 は未 分 化 な状 態 で 私 的 則.と公 共 財 を 内包 して い た 。 しか

し,私 的財 や公 共財 が 未 だ包 摂 し.きれ な い 多 くの もの を含 んで い た とい うの が,

農 村 舞 台考 察 の現 代 的意 義 の 第.1で あ る。

また,農 村 舞 台 が 村 落 共 同 体 に よ って育 まれ た こ とは,日 本 に お け る 舞台 芸

術 の 公 共性 の原 点 を示 し,芸 術 ・文.化の公 共 性 の 発 生 と根 拠 に と って大 変重 要

な 意味 を持 つ 。.歴史 的 に は,芸 術 ・文 化 の公 共 性 の 原 点 は そ の 共 同性 の 中 に あ

り,ボ ウモ ル ・ボ ウエ ンが あ げ た芸 術 ・文 化 の 公 共 財 と して の 側面 の③ と④ に

2の 大鹿歌舞伎も村の師匠がいなくなったのを機に愛好会が発足したが,昭 和32年からは村当局が

中心となり,村.長が会長になって250名の保存食が結成された。
27)属 僚では農村舞台は現在まったく使われておらず、県の文化財の指定を受けてはいるがその保

存は所有者となっている羽院や地元がしなければならず,藁 葺の屋根の吹き替えには莫大な費用

もかかるので大変なようである。町は太郎川公園の中の研修施設内に廻 り舞台を再現した集会室

をつくりその歴史1:かつて廻 吟舞台を有する農村舞台があった町としての)を 伝えているひ

28)人 聞存在にとっての根元性とそれに基づく芸術の固有性を指す。論文① 「アダム ・スミス芸術

論と1B世紀民衆娯楽」55ベージを参照、

29)出 典については,論 文①注6を 参照。

①は純粋な公.共財的側面であ り,民族としてのアイデンティティなど精神的価値に通ずる面を持
つ.、.(3は近年注目されてきている面であり,文化と経済の問題というとこの面だけに綾小化して

考える傾向もあるが,ど ちらかというと私的財に近い。

当
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① 舞 台 芸術 が 国家 に付 与 す る威 信

② 文 化 活 動 の広 が りが 周 辺 の ビ ジ ネ スに 与 え るメ リ ッ ト

③ 将 来 の 世代 の た め に(芸 術 水 準 の 向 上,観 客 の理 解 力 の発 達)

④ コ ミュニ テ ィに もた ら され る教 育 的 貢 献(マ ス ・メ デ ィアの 訓 練 の場 と

して も)

これ が農 村 舞 台 考 察 の 第2の 意 義 で あ る。

商 品経 済 の発 展 はそ れ を 通 じて コ ミ ュニ ケ ー シ ョンの広 域 化 を促 進 す る。 街

道 は 商 品 と人が 行 き交 う ルー トで あ り,そ れ に沿 って 農 村舞 台 が分 布 してい る

事 実 そ の ものが 文化 の 伝播 と交 流 を物 語 って い る。 街 道 は コ ミュニ ケ ー シ ョ ン

形 成 と広 域 化 の舞 台 で もあ る。 交流 は そ の初 期 に は,人 々 の積 極 性 の表 現 と し

て 地域 文 化 の形 成 を促 す が,後 に は,]ミ ュニ ケ ー シ.ヨンの広 域 化 に よ る 多様

性 の喪 失 と地 域 文 化 の 衰退 を もた らす とい う2面 性 を持 つ 、 農民 的 商 品経 済 に

よ っ て発 展 し,農 民 的 商 品経 済 に よ って衰 退 した とい う農村 舞 台 の論 理 的 矛 盾

の秘 密 は こ こ にあ る。 コ ミ ュニ ケ ー シ 日 ンの広 域 化 と文 化 の一 般 化 は飛 騨 久 津

村 の 事 例 で見 た様 な,手 附 と呼 ば れ る師 匠 を雇 うな どの具 体 的 変 化 に よ って も

た ら され るば か りで な く口話 コ ミュニ ケ ー シ ョンや 文 字 文 化 を介 して の 場 合 も

あ ろ う。 浄瑠 璃 の浸 透 が 農 村 歌舞 伎 の広 が りの ト.地と もな って お り,そ う した

生 活 文化 の相 互 浸 透 と交 流 も コ ミュニ ケ ー シ ョ ンの 広 域 化 の1つ で あ る。 これ

らは,地 域 の 固 有 性 を失 わ な い文 化 の交 流 とい う問 題 を 提起 す る 。 こ れが,農
、

村 舞 台 考 察 の 第3の 意義 で あ る。

しか し,見 方 を 変 えれ ば,..般 化 を通 して 社 会 に 共通 の もの と して の文 化 が

成 立 した と も言 え る。 文 化 の 共 通 化 は,共 同体 と未 分化 で あ っ た個 人 が 個 と し

て 自立 す る契 機 を も内包 して い る。 文 化 が 一般 化 し普 遍 化す れ ば ,個 人 と して

他 地 域 の 人々 と の コ ミュ ニ ケ ー シ ョンが 可 能 に な る 。 つ ま り,コ ミュ ニ ケ ー

シ ョンの広 域 化 は文 化 を.人々 の よ り広 範 な コ ミュ ニ ケ ー シ ゴンの 土 台 と して普

遍 化 し,共 同財 か ら公 共 財 へ と転 化 させ て い く面 と それ を通 じて 近代 的 な意 味

で の個 人 の 自立 を促 す とい う2面 性 を持 つ ので あ る。 つ ま り,共 同財 の崩 壊 の
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プロセスは共同財の公共財と私的財への転化の過程 として掴み直す ことがで き

る。ここでは,文 化の普遍性という公共性の高まりが個人の自立を促 し,個 人

の自立は文化の公共性を高めるという公共財 と私的財の止の相関関係を読み と

ることがで きる。地域の固有性は今度は文化の普遍性を媒介 して再構築されね

ばならないという問題を提起する。これが,農 村舞台考察の第4の 意義である。

また地域の固有性が,住 民の自治に支えられて成立することは,村 落共同体

の自治の高揚が農村舞台の基盤 となったことにより示唆される。固有性の再構

築は分権的地方自治制度を媒介して実現されるだろう。これが,農 村舞台研究

の現代的意義の第5で ある。
'以上により

,生 活と芸術の乖離,娯 楽 と芸術の乖離は共同財の崩壊 とそれを

包摂 しきれない私的財と.公共財のあり様 として考える道筋が明確になった。こ

れが農村舞台研究の現代的意義であり,従 来の 日本の文化経済学や芸能史が欠

落させていた部分である。

こうした点を踏まえるなら,芸 術 ・文化と社会をめぐる今後のシステムの展

望は,芸 術 ・文化の共同性を媒介にした公共財的側面と私的.財的側面の再統合

として考えることがで きるのではないだろうか。共同性を媒介にするという場

合,農 村舞台の衰退の過程で失われた,地 域の固有性を生かすという事や小さ

な単位の(生 活 レベルの)コ ミュニティといった問題が浮かびあがってくる。

(農村舞台の存立基盤であった村中の規模は数十戸から百戸位である。)農村舞

台衰退の過程で失われたこうした点をどう現代の文化ホールやまちづ くりに生

かしていくことができるかが課題 となるだろう。また,こ うした文化的な財の

形成が分権的地方 自治制度や地域経済の発展と不可分な関係にあることも忘れ

てはならない点である。

私的財 としての芸術 ・文化が共同性 を媒介にすることで公共財 との接点を

もった例をあげよう。こども劇場 ・おやこ劇場は 〈こどもたちに生の舞台を〉

と願う ・地域の母親達の小さな集ま りから出発した。 しか し,共 通の願いが広

がるにつれ,舞 台入場税の問:題や.文化ホールといった公共性のある問題 にぶつ
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か らざ る を得 ない 。 母親 達 は学 習 を通 じて 自分 達 の願 い の公 共 性 に気 づ き,入

場税 撤 廃 や ホ ー ル建 設 に取 り組 み,舞 台 芸 術 に 関 す る全 国 的 ネ ッ トワー ク組織

もつ く り出 した。 こ う した地 域 に お け る共 同 の 取 り.組み は生 活 の レベ ルで の 出

来事 で あ るか ら,現 代 的 民衆 娯 楽 の再 生 へ の 糸 口 とな り得 るか も 知れ ない 。 し

か し,現 状 で は地 域 に そ の活 動 を十 分 に支 え るだ け の 条件 整 備 が な され て お ら

ず,財 政 を 含 めて様 々 な 困難 を抱 えて い る。

日本 に おい て は,芸 術 ・文 化 の公 共 性 を 国 や 自治体 が認 識 し,そ の た め の支

出 を 始 め た の は ご く最 近で あ るさ%そ の た め,地 域 に おい て は,公 共 文 化 ホー

ルが で き る こ とで,今 まで 個 人 の私 財 を投 じて 歴 史 を築 い て きた 劇場 の活 動 と

の齟 齬 とい う問題 も生 じて い る。 これ は,私 的財 と して の 舞 台 芸 術 と公 共 財 と

して の舞 台 芸 術 が公 正 に競 争 す る条件 が な い た めで あ る。 私 的 財 と して の舞 台

芸 術 は産 業 社 会以 降 は その 生 産 性 の 不 変 性 故 に財 政 不 足 と な りが ち で あ り3':脚,

税 金で 賄 う公 共財 と対 等 に競 争 で き ない の は 自明で あ る。

芸 術 ・文 化 が,地 域f1三民 の合 意 形 成 を通 して,あ る シ ステ ム と して 成 立 す る

こ と は,近 世 芝居 町や 芝 居 小 屋,農 村 舞 台 の考 察 か ら明 らか で あ り,公 共 的 に

供 給 しさ えず れ ば文 化 の公 共 性 が 形 成 さ れ る と考 え るの は短 絡 的 で あ る。 つ ま

り,芸 術 ・文 化 の公 共 性 の形 成 の た め に は,私 的財 や ク ラ ブ財32コと して の 芸術

文 化 も含 め て そ の公 共 性 を認 め,税 制優 遇 等 で 公 正 な競 争 の 条 件 をつ く り,全

体 と して 芸術 ・文 化 の公 共 性 を.構成 で き る シス テ ム をつ くる こ とが 求 め られ る 。

そ う しな い と公 共 文化 ホ ー ル は芸 術 活 動 をす る全 て.の人 に とって の イ ン フ ラス

30)1990年 に は,国 に芸 術 文 化 振 興 基 金 の 創 設,企 業 メセ ナ協 議 会 の発 足 が 相 次 い だ 。 そ の 後地 方

自治 体 に お い て も文 化 振 興 基 金 の創 設 が 相 次 ぎ,現 在 で は 文化 振 興 ビ ジ ョンの 策 定 か ら一 歩進 め
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トラ クチ ャー とは な りに くい の で あ る。
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る。
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